
 

 
         
                  
   
                    

                 

                 

 

 

第３回住民
ご出

―「取り決め」

 先般お知らせいたしまし

に関する「取り決め」の内

に概要を載せています。）

 土地利用の制約等、個人

ら内容を決めていきたいと

万障お繰り合わせの上、是

            

対象地区 
Ａ地区 

（伊保東２丁目、 
伊保４丁目） 

Ｂ地区 
（松陽２，３， 

４丁目） 
Ｃ地区 

（伊保町中筋、 
曽根町） 

  
お  知  ら  

 昨年度アンケート調

区域編入を望まれる方

ル地区」として土地区

なりました。 
  同封の別紙をよくお

ます。  この件につき
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みんなの 
 まちづくり

懇談会に 
席ください。 
の内容について 

話し合いましょう！！― 
たように、役員会で議論が行われ、土地利用やまちづくり

容について、素案ができあがりました。（２･３ページ

 
の権利に関わることでもあり、皆さんと十分話し合いなが

思います。つきましては下記の通り懇談会を開きますので 
非ご出席頂きますよう、お願い申し上げます。 
      

日    時 場所 

平成１４年８月１０日（土） 
午後２時から４時頃 

中央公民館 
２階 研修室２ 

平成１４年８月１１日（日） 
午前 9 時 30 分から 11 時 30 分頃 

竜山中学校 
４階 図書室 

平成１４年８月１０日（土） 
午後７時から９時頃 

曽根北之町（北本町） 
自治会館 

せ 
査結果を踏まえ、役員会で協議の結果、早急に市街化

が、一定の区域にまとまっておられる場合、そこを「モデ

画整理事業や地区計画の具体的な検討を進めることに

読みいただき、ご理解とご協力頂きますようお願い致し

ましては、懇談会でも説明します。 



明姫幹線南地区の土地利用に関する協定書（骨子案） 
 

○ 協定締結の根拠 

○ 協定の範囲（区域） 

○ 市長と協議会の役割(責務) 

○ 協定の内容 

① まちづくりの目標 

・高砂市の中央部にふさわしい、未来に誇れる“緑豊かで美しいまちなみ”を創る。 

に調

の 

しての風情や自然 

住地の形成を目指す。 

② 土地利用の方針 

沿道商業業務ゾーン・ 沿道商業業務ゾーン 

立地条件を活かし周辺の環境

和した活気ある商業地域業務地

形成を目指す
田園住宅地ゾーン 文教ゾーン 

桜

の

道

。 

・ 田園住宅地ゾーン 

地域と

・ 

代を育む文化・教育施設の充実を目指す。 

となった潤いのある、清らか

りに努める。 

③ 建

・ 少年の健全な育成に支障がある施設の規制 

④

どの禁止(短期利用の許容) 

義務(飛散防止措置 等)、集約化 

ペットのフン始末 

 ⑤

○ 違反者に対する措置        ○ 協定遵守の宣誓 

       ・ 協議会総会等で議決されている事実 

 

長年育まれてきた田園

環境を大切にし、農地と住宅が共存した良好な居

文教ゾーン 

次世

・ 桜の道 

現在ある桜並木を大切に保存し、川とまちが一体

な空間づく

築物等に関する方針(農業用施設は許容)   

 全 ゾ ー ン 共 通：青

・ 沿道商業業務ゾーン：右別表１､２のとおり 

・ 田園住宅地ゾーン：   〃 

・ 文 教 ゾ ー ン：   〃 

 生活・営業環境に関する方針 

・ 新規の資材置場、廃材・廃車置場な

・ 既存資材置場等の環境保全対策

・ 大型車両の通行規制(緊急時を除く) 

・ 振動、騒音、悪臭、水質汚濁、粉塵等に対する留意事項 

・ 道路汚損に対する留意事項 

・ 営農環境の保全 

・ ゴミの出し方、ポイ捨て禁止、

 街並みのデザイン 

・ 氏名公表 等    

○ 協定の有効期限・継承 

・ 所有者及び使用者が移転した場合 

・ 協議会が解散した場合 

・ 有効期限は１０年 



別表１ ゾーン別の建築物等に関する基準（案） 
 

① 
（沿道商業業務ゾーンに 
      建築できるもの） 

② 
（田園住宅ゾーンに 
     建築できるもの）

③ 
（文教ゾーンに 
     建築できるもの）

 
･店舗･事務所等併用住宅 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
･神社･寺院･教会 
･老人ﾎｰﾑ･障害者福祉施設等 
･公衆浴場､診療所 
･派出所、公衆電話所 
･病院 
･物品販売の店舗、飲食店 
･事務所 
･郵便局等の公益施設 
･ショールーム、展示施設 
･ｶﾗｵｹ店、ｽﾀｼﾞｵ 
･ｽﾎﾟｰﾂ施設 
･健全なホテル、旅館 
･結婚式場、宴会場 
･作業場の床面積が150㎡以下

の工場･作業場で住環境を悪

化させるおそれがないもの 
・ガソリンスタンド 
・農業用倉庫 
・その他役員会で決定したも

の 
 ･その他役員会で決定したも

の 

･住宅、共同住宅 
･店舗･事務所･診療所等併用住

宅で店舗等の部分が50㎡未

満で延べ面積の1/2以上を住

宅とするもの 
･集会所 
 
･保育所 
 
 
 
 
 
 
･診療所 
･公衆電話所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
･農業用倉庫､15㎡未満の畜舎

･住宅、共同住宅 
･店舗･事務所等併用住宅で店

舗等の部分が50㎡未満で延

べ面積の1/2以上を住宅とす

るもの 
･集会所、児童館厚生施設、老

人福祉ｾﾝﾀｰ 
･保育所 
･幼稚園､小中学校、高校、大学、

専門学校 
･図書館等 
･学習塾、音楽練習場等 
･神社･寺院･教会 
･老人ﾎｰﾑ･障害者福祉施設等 
･診療所 
･派出所、公衆電話所 
･病院 
･日常生活に必要な物品の販売

を行う店舗、飲食店、事務所

(ｺﾝﾋﾞﾆや美容院、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ店

など)で150㎡未満のもの 
･郵便局等の公益施設 
 
 
 
･作業場の床面積が150㎡以下

のｱﾄﾘｴ･作業場で住環境を悪

化させるおそれがないもの

 

･農業用倉庫､15㎡未満の畜舎

･その他役員会で決定したも

の 
 

  注）現時点においては上記の内、市街化調整区域において可能なもののみとします。 

別表２ 田園住宅ゾーン、文教ゾーンの日影の基準（案） 
    冬至における許容日影時間                                                     

測定高さ 平均測定水平距離 8時～16時の間の許容日影時間

敷地境界から５～10ｍの範囲 ４時間 
地盤面からの高さ1.5ｍ 

敷地境界から10ｍ以上の範囲 2.5時間 
 




